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1. 事業概要など 

1.1 事業目的 

自動車リサイクル法の施行 15 年を経過する際に、令和 2 年 8 月から令和 3 年 7 月まで、

産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキ

ンググループ及び中央環境審議会循環型社会部会自動車リサイクル専門委員会合同会議に

おいて自動車リサイクル制度の施行状況を議論し、令和 3 年 7 月に「自動車リサイクル制

度の施行状況の評価・検討に関する報告書」（以下「令和 3 年報告書」という。）を取りま

とめた。 

令和 3 年報告書では、「電動化の推進及び車の使い方の変革により、現在の市場を活用し

た自動車リサイクルにも大きな変化が生じる可能性があることから、国内外におけるそれ

らの変革による自動車リサイクルに対する影響を把握するべきである」旨提言されている。 

電動化の推進及び車の使い方の変革による自動車リサイクルに対する影響を把握し、今

後の自動車リサイクル制度の在り方を検討するには、まず、自動車リサイクル分野における

解体業者における自動車部品の回収・リユース・リサイクルの現状を始めとする事業の実態

を把握し、今後想定される自動車の「電動化の推進及び車の使い方の変革」による部品点数

の減少等さまざまな変化についていくつかの仮説を立て、その仮説に対して自動車リサイ

クル関係者等にどのような影響を及ぼすのか、それらの影響を受けてどのような自動車リ

サイクル制度であるべきかを検討する必要がある。 

本調査では、解体業者等の事業や経営の実態等を把握するための必要な調査・検討を行う

とともに、今後の想定される課題を抽出することを目的とする。 

1.2 事業内容 

1.2.1 解体業者の実態把握 

解体業者の実態について、文献調査や企業における解体業の事例調査、解体業者の個別事

例を把握するためのヒアリング等を通じて調査・分析を行う。 

具体的には、①使用済自動車の仕入・解体状況、②中古部品の回収・販売状況、③リサイ

クラー、資源回収業者、スクラップ商社等へのスクラップ販売状況、④破砕業者、解体自動

車全部利用者への解体自動車（廃車ガラ）の販売状況を対象とする。 

1.2.2 解体業者への分析 

今後想定される自動車の電動化の推進及び車の使い方の変革による部品点数の減少等さ

まざまな変化についていくつかの仮説を検討し、その仮説に対して解体業にどのような影

響を及ぼすのか分析し、影響がある場合は課題や今後の展望等について検討を行う。 





















 

11 

 

1) 解体業者の仕入の概要 

解体業者の主な使用済自動車の仕入先、仕入対象となる使用済自動車等について以下に

整理する。 

 

表 2 解体業者の仕入先、仕入対象となる使用済自動車等 

仕入先 仕入対象となる使用済自動車等 

ディーラー ユーザーの新車購入時に、それまでにユーザーが所有していた車をディーラーに下

取りに出して、それが使用済自動車となったもの 

整備工場 ユーザーが整備工場に修理に出した車や整備工場で扱った事故車等が使用済自動車

となったもの 

中古車販売業者 ユーザーの中古車購入時に、それまでにユーザーが所有していた車を中古車販売店

に下取りに出して、それが使用済自動車となったもの 

オークション 中古車が競売されるオークションの場で、解体業者が中古車を所有・使用する目的で

はなく、解体して部品どり・資源回収をする目的で購入するもの 

個人 個人ユーザーが新しく車を購入する際に、それまで所有していた車を新しい車の購

入店等の下取りには出さず、個人ユーザーが選択的に解体業者に売却するもの 

リース・レンタ

カー会社 

リース・レンタカー会社が所有し、リース・レンタル等のサービスに供していた車が

使用済自動車になったもの 

損害保険会社 損害保険会社が扱っている事故車で、全損事故扱いとなり車の所有権利がユーザー

から損害保険会社に移行したもの 

 

2) 解体業者の解体作業の概要 

解体業者の主な解体作業の工程、内容について以下に整理する。 

 

表 3 解体作業の概要 

工程 内容 

特定再資源化等物

品、事前回収物品の

回収 

エアバッグ類の回収、廃油・廃液類等の回収 

フロン類の回収 

資源回収 鉄、銅、アルミニウム等の有用金属等の回収 

金、銀、パラジウム等の貴金属等の回収 

部品どり 使用可能な部品の取り出し 

エンジン、トランスミッション、バンパー、タイヤ等 

プレス 資源回収、部品どり後の廃車ガラのプレス処理による減容化 

減容化の目的：スクラップの置き場を省スペース化、破砕業者等へスクラップを

引き渡す際の輸送コスト削減 

選別 資源の価値を高めるための資源の二次選別 

・重機選別・回収後のハーネスのナゲット処理（銅とプラスチック被覆の選別） 

・有用部品等回収後の電子制御ユニット（ECU：Engine Computer Unit）（,以下、

「ECU」という。））の取り出し 
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3) 解体業者の販売の概要 

解体業者の中古部品販売、資源販売について以下に整理する。 

 

表 4 中古部品販売、資源販売の概要 

項目 販売品目例 販売先例 

中古部品販売 機関・機能部品：エンジン、トランスミッション等 

外装部品：バンパー、フェンダー、ランプ等 

国内の流通ネットワーク 

ネットオークション 

整備業者等の国内バイヤー 

国内にいる海外バイヤー 

輸出等 

資源販売 鉄：足回り、エンジン、トランスミッション等 

銅：ハーネス 

アルミニウム：ラジエーター、ホイール等 

貴金属：触媒、ECU 等 

鉛電池、ニッケル水素電池等のバッテリー等 

有用金属等市場 

（スクラップ会社等） 

廃車ガラ 破砕業者 

電炉業者 

 

2.2.2 解体業に係る周辺データ 

(1) 使用済自動車の引取件数4 

1) 使用済自動車の引取件数 

使用済自動車の引取件数の推移を図 13 に示す。2020 年度の使用済自動車の引取件数は

約 315 万件である。2011 年度から 2020 年度までの使用済自動車の引取件数は、おおよそ

300 万件から 350 万件で推移している。 

 

 

図 13 使用済自動車引取件数推移 

出典：（株）エックス都市研究所調べ 

（（公財）自動車リサイクル促進センター（2020 年）「自動車リサイクルデータ Book2020」のデータ） 

 
4 移動報告のうち、引取業者による使用済自動車の引取報告があった件数 

296

341 343 333
316 310

330 338 336
315

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

万件

年度









 

16 

 

2.3 自動車業界の動向や想定される将来像 

今後の自動車業界全体に大きなインパクトをもたらすと考えられる電動化の推進と車の

使い方の変革について以下に整理する。 

2.3.1 電動化の推進 

自動車産業では燃費の向上や温室効果ガス排出削減に向けて、自動車の電動化による化

石燃料消費量の削減が図られている。電動車の種類として HEV、PHEV、BEV、FCEV があ

り、それぞれの概要は前掲の表 1 に整理したとおりである（表 1 参照）。 

ここでは電動化の推進によって将来想定される事象のうち、解体業に影響があると考え

られる「部品の種類・部品数の変化」と「車両の軽量化」について整理する。 

(1) 部品の種類・部品数の変化 

1) ガソリン車の部品の種類・部品数 

一般的に自動車を構成する部品は 2～3 万点といわれている。エンジン、ガソリン等の燃

料タンク、トランスミッション、触媒等はエンジンを駆動力とする車に特有の部品である。 

2) HEV の部品の種類・部品数 

HEV はエンジンとモーターを組み合わせているため、ガソリン車の部品に加えてモータ

ー、インバーター、バッテリーなどの部品が使用されており、部品の種類、部品数ともにガ

ソリン車よりも増える。 

3) BEV の部品の種類・部品数 

BEV はエンジン、トランスミッション等の機関・機能部品が不要となりモーター、イン

バーター、バッテリーなどの部品が増加する。仮にガソリン車を構成する部品点数を 3 万点

とすると、BEV では約 4 割（約 11,100 点）の部品が減少し、2,100 点の部品が新たに増加

すると推測されている。 
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調査対象業者の地域分布は以下のとおりである。 

 

表 7 調査対象業者の地域分布 

 
地域区分は経済産業局管轄に準拠 

 

3.3 実態調査結果 

実態調査結果を以下に整理する。集計結果の整理は、秘匿性に配慮して合計や平均値等、

個々の業者の事業実態を推察されない範囲にとどめる。 

なお調査対象数は 20 業者である。全国の解体工程の稼働事業所数は 3,275 事業所（2020

年度・前章参照）であり、標本サイズが小さい点には留意が必要である。 

 

3.3.1 使用済自動車の仕入状況等（2020 年度実績） 

(1) 仕入台数 

仕入台数を乗用車（小型乗用車及び普通乗用車）、軽自動車、バス・トラックに区分し

て調査した。 

2020 年度における 1 業者の平均仕入状況は乗用車が 6,807 台（平均合計台数の 46%）、

軽自動車が 7,803 台（同 53%） 、バス・トラックが 71 台（同 0.5%）で 1 社平均は 14,682

台であった。 

仕入台数が最も少ない業者の仕入台数は 629台、最も多い業者の仕入台数は 50,000台で、

中央値は 10,385 台であった。 

表 8 解体業者 20 社の仕入状況 

 

 

地域 調査対象数

北海道・東北 4

関東 6

中部 3

近畿 1

中国・四国 3

九州・沖縄 3

合計 20

単位 合計、最小、最大、中央値：台/年 平均：台/業者・年

項目 乗用車 軽自動車 バス・トラック 合計

合計 136,138 156,069 1,423 293,630

平均(1業者当り) 6,807 7,803 71 14,682

割合 46% 53% 0.5% 100%

最小 446 169 0 629

最大 22,500 27,500 344 50,000

中央値 5,135 4,915 20 10,385







 

25 

 

増加傾向は顕著である。＜C 社＞ 

 HEV は年々増えてきている。＜D 社＞ 

 HEV の仕入台数は増えている。プリウス、フィット、インサイトも増えている。＜G 社＞ 

 HEV は若干増えている。仕入れは足元で厳しかったのでオークションに力を入れて、オークシ

ョンからの仕入れが増えたため。プリウスの仕入もある。＜I 社＞ 

 HEV は 20 型プリウスは ELV として出回るようになってきた。ただ、中古車としての輸出が多

い。＜K 社＞ 

 電動車の仕入は上昇傾向にあると思うが、電動車が増えた場合を想定し、現場における HEV 解

体の技能研修等、対応できるようにしている。＜M 社＞ 

 HEV は月 2、3 台程度でバッテリーがダメになった過走行のプリウスが多い。＜N 社＞ 

 HEV の台数は増えている。HEV は 2020 年度、約 180 台でそこから増えている。＜O 社＞ 

 電動車（HEV を指す発言）は多少増えてきた。HEV はプリウス等でマイルド HEV もあるが限

定的。HEV のほとんどが過走行距離車や事故車両である。現状では HEV は中古車としても人

気があり、入庫量は限定される。＜T 社＞ 

② 

 HEV については、プリウス 10 は流通せず、20 は動き出しているが、中古車や輸出が多く、結

果解体車両として入庫する量が限定的である。＜B 社＞ 

 HEV の仕入台数は 2 桁から 3 桁の間。EV は 25 台程度。PHEV、FCV は無い。HEV は少しず

つ増えているが中古車としての転売が多く廃車は少ない。＜H 社＞ 

 HEV は 20 型プリウスは ELV として発生するようになってきた。ただ、中古車の輸出として多

く出ている。＜K 社＞ 

 HEV は海外へ輸出されることが多く、そのため海外で HEV 向け部品が必要になるため、高く

てもオークションで仕入れている。＜O 社＞ 

 電動車（HEV、PHEV、BEV）は、使用済自動車というより、車齢も浅く、再販できる。足元で

はプリウスなど人気が高く、増えてきている。＜P 社＞ 

 プリウス等の HEV は海外に輸出されて、国内の解体業者にはほとんど入ってこない。入庫台

数に対する HEV の割合も極端に少なく、明らかに輸出されている。＜S 社＞ 

③ 

 電動車（BEV を指す発言）はまだ増えていない。＜B 社＞ 

 BEV はまだ少ない。＜D 社＞ 

 BEV もまだ数えるほどだが、少しずつ増えている。＜O 社＞ 

 BEV はリーフが数台は入ってきていて処理もしている。＜S 社＞ 

 

(3) 仕入先の割合 

仕入先の割合をディーラー、中古車販売業者、整備業者、オークション、その他に区分し

て調査した。その他の内訳では損保会社、個人ユーザー、リース会社などが多かったため、

これらを分けて集計した。 

仕入先は中古車販売業者から仕入をしているのが 20 業者中 19 業者と多く、以下、整備

業者から 18 業者、ディーラーから 17 業者、オークションから 16 業者、損保会社から 14 業

者などとなった 

仕入先の割合を業者ごとの仕入台数で重み付けして加重平均を求めると、中古車販売業

者からの仕入台数の割合が 27%ともっと多く、以下、整備業者が 22%、ディーラーが 16%、

オークション及び個人ユーザー、リース会社等がともに 15%、損保会社が 6%となった6。 

 
6 「その他」の回答に具体的な内容と割合の回答がない事業者の台数については、損保会社、個人ユーザ

ー、リース会社に 3 等分した。具体的な内容の回答があって割合の回答がない場合は、台数を具体的な

内容の回答数で等分した。 
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 車の構造等が変わってきていて、修理工場、整備工場が顕著に減ってきている。整備工場、修

理工場から選んでいただけるよう広く営業活動をしながら、お互いに選ばれるように模索して

いる。＜N 社＞ 

 現在は所属しているグループが B2C に力を入れていることによって、個人の来店数が増えた。

また全損だと車両保険付帯が非常に多く、保険業者が処理方法を決定するようになり、保険業

者と提携している業者が、保険業者が保有している車両を分配することになる。損保会社から

コンスタントに仕入れるようになってきている。以上が個人、損保分が増えた理由である。 

＜P 社＞ 

 仕入先は、以前はディーラーの割合が多かったが減少傾向にある。その分、現在はオークショ

ンから購入しており、その割合は全体の約１割を占めている。仕入先については、今後、複数

の仕入先のバランスをみつつ、場合によっては一般の個人顧客からの仕入も含めて、いろいろ

目配せをしながら対応する必要がある。＜Q 社＞ 

 オークションからの仕入については、以前は 1 割もなかったが、最近は増えてきている。オー

クションは価格競争なので価格帯が高くなる。オークションからの仕入で収益を上げていくの

は非常に難しい。＜S 社＞ 

 損保、リースでも廃車の流れは確立されており、そこに割って入っていくのはどの業者も困難。

現在の仕入先を大事にしつつ少しでも出してもらえるような努力は必要。仕入先は多岐にわた

っているので、あとは横のつながりを広げていくしかない。＜S 社＞ 

② 

 事故車減少による対応については、20 年で事故が半減しており、今後は、事故の件数が加速度

的に減っていくと思われる。＜B 社＞ 

 CASE 進展などに伴う事故車両の減少や補修部品の減少分を今後どのように補っていくか。＜

C 社＞ 

 仕入は保険会社からの事故車がほとんどを占めている。事前に自動ブレーキで止まってしまう

車や、事故にあっても大破せず分損事故で、修理でなおる車が増えてきており、そうした背景

で仕入台数がだんだん減ってきている。一概には言えないが 2 割ほど減っている。保険会社か

らも事故自体が減っており、コロナの関係で外出を控えた関係で車に乗る機会が減ったことも

事故減少の原因とうかがっている。＜E 社＞ 

 損保からの仕入については事故車が減っている。安全装置の技術向上の他、これまではゴール

デンウィーク、夏休み、冬休み後に増加していた事故車の処理の依頼がコロナ以降、ここ 2 年

間はほとんどなくなった。＜G 社＞ 

 損保からの仕入については、安全性向上、自動運転等で事故車が減っていくなど暗い未来の話

ばかりで、この点はずっと危機感を持っている。＜I 社＞ 

 安全技術などの高度化による仕入れ先見直しについては、事故車が少なくなっている傾向は昔

に比べればある。事故車は減ると見込むが、事故が減るとそこから取り出す中古部品も減少す

るため、社会的にはよいが、業界的には厳しくなってくる。＜J 社＞ 

 安全技術の向上等で事故が減り、事故車が減って損保からの仕入が減っていくとみられる。 

＜M 社＞ 

 安全性向上等で事故車が減ることによる仕入れ先の変更については、自動ブレーキの導入など

により事故が減った印象はある。＜P 社＞ 

 

(4) 1 台当たりの仕入価格 

1 台当たりの仕入価格を乗用車（小型乗用車及び普通乗用車）、軽自動車に区分して調

査した。 

14 社より回答を得たが、相対的に高すぎる価格または低すぎる価格（乗用車 2 件、軽自

動車 1 件）は除外して集計した。また幅を持った回答は中央値を代表値として集計した。 

（例：「3 万円から 5 万円」と回答された場合→4 万円を代表値とした）。 
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仕入価格を業者ごとの仕入台数で重み付けして加重平均をとると、平均仕入価格は 3.7

万円/台で、乗用車は 4.6 万円/台、軽自動車は 3.2 万円/台となった。 

 

表 10 1 台当たりの仕入価格 

 

 

3.4 中古部品の回収・販売状況 

3.4.1 売上の高い中古部品 

ヒアリングにおいて中古部品のうち売上の高い品目や販売個数について回答を求め、回

答が得られた 19 業者の結果を集計した。 

 

表 11 回答を求めた主な部品 

分類 部品 

機関・機能部品 エンジン ASSY 

トランスミッション ASSY 

触媒 など 

エアコン関連 A/C コンプレッサー 

エバポレーターASSY など 

外装部品 バンパーASSY 

ヘッドランプ ASSY など 

電装部品関連 純正ナビ 

エンジンコンピューター など 

内装部品 ステアリングホイール 

インパネ など 

その他（事前回収品など） 鉛蓄電池 

ワイヤーハーネス 

タイヤ など 

 

エンジン ASSY、バンパーASSY、ヘッドランプ ASSY、バックドア ASSY の 4 部品は、

19 業者中 89％に当たる 17 業者から売上が高い中古部品として挙げられた。 

この他、トランスミッション ASSY、マフラーASSY 等の機関・機能部品が多くの業者に

よって挙げられた。また、フロントドア ASSY、リアドア ASSY 等の外装部品も集計結果の

上位に位置している。 

機関・機能部品は BEV では不要となる部品が多く、国内で BEV の普及が進んだ場合に売

上の減少が懸念される部品である。 

単位：円/台

項目 乗用車・軽自動車

乗用車 軽自動車

1台当たり 加重平均 37,000 46,000 32,000

仕入価格 最小 10,000 20,000 10,000

最大 80,000 80,000 40,000
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また、外装部品は事故等により破損・損傷した部品の交換が中古部品の主な需要となって

おり、安全性の向上により事故が減少した場合に売上の減少が懸念される部品である。 

 

 

図 28 「売上の高い中古部品」に挙げられた部品（複数回答） 

グラフの割合は 
「売上の高い中古部品」と回答した業者数 

で算出 
全回答業者数 

赤枠は BEV で不要になる部品 

 

 

「売上の高い中古部品」に挙げられた部品の 1 社当たりの平均販売個数は、1 台から最大

4 個回収できるタイヤやホイールなどの足回りの部品が多く、1 台から最大 2 個回収できる

ヘッドランプ ASSY やテールランプなどが続いた。 

 

89%

89%

89%

89%

79%

79%

68%

63%

63%

63%

53%
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47%

42%

42%

37%

37%

37%
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ヘッドランプASSY
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タイヤ
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サイドミラー
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「売上の高い中古部品」に挙げられた割合 (n=19)
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図 29 中古部品の販売個数（部品別・1 業者当たりの平均） 

赤枠は BEV で不要になる部品 

 

ヒアリング結果の概要は以下のとおりである。 

 

① バンパー、ドア等の外装部品は主に事故等での破損により交換が必要となるが、事故

の減少によって需要が減少傾向にある。 

② BEV が普及した場合の駆動用モーターや大容量バッテリー等の新たな部品について

は、将来の中古部品市場や資源市場での取扱いはまだ不透明。 

 

＜ヒアリング結果抜粋＞ 

① 

 事故車減少による対応については、20 年で事故が半減しており、今後は、事故の件数が加速度

的に減っていくと思われる。国内向けの中古部品は事故車の修理用として補修部品が主体であ

るため、その市場が減っていくことは明らかである。業界のパイが減少することと、当社の売

上が減少していくことは別だが、中古部品は維持できなくなるとみている。＜B 社＞ 

 事故が減る。モーター化によって壊れにくくなる。部品の販売、車の販売も減る。中古部品の

市場等をみながらその場その場で判断していく。＜I 社＞ 

 事故車が少なくなっている傾向は昔に比べればある。事故車は減ると見込むが、事故が減ると

そこから取り出す中古部品も減少するため、社会的にはよいが、業界的には厳しくなってくる。

＜J 社＞ 

 安全性向上等で事故車が減っても仕入先はそれほど変わらないが、販売先は減っていくだろ

う。性能の向上、事故の減少などによって、今までよく売れていたバンパー、ライトが売れな

くなっていくので、部品は減少することが見込まれる一方で、資源販売に力を入れていかなけ

ればならない。＜O 社＞ 

 今後の事故車減少、補修部品の減少については、とれている材料をどれだけ細かく選別し、加
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工して製品価値を高めていくか、ここに力を入れていく。＜P 社＞ 

 外装品についても、カメラが付いて自動的に停止する機能も向上し、事故が減っているので、

売れにくくなっている。＜S 社＞ 

② 

 HEV の部品向けのニーズやユニット品での販売状況については、HEV は内燃機関もついてお

り、基本的な構造は変わらないが、インバーター、バッテリーの部品転化ができるかできない

かが重要。今は法律上ではダメではないが、保証をつけて売るとなると技術的に不足している

部分がある。今後さまざまなテスターが開発されて保証付きで再利用できるようになっていく

とよい。HEV バッテリーのテスターであれば、数十万円の価格帯でも欲しい。＜C 社＞ 

 外装品は傷等で返品となり明確だが、バッテリー等の機能部品は保証をどう明確にしていく

か。整備となると認証や許可も必要になってくる。＜D 社＞ 

 今後を見据えて、バッテリーの回収ルートや、付加価値を高めることについて皆さんもいろん

な取り組みを考えているが、それが市場が求めているものなのかがわからない。市場の動向に

対応していく。＜I 社＞ 

 現実として事故が減っていること、エンジン等機能部品は壊れるがモーターになるとほぼ壊れ

ないこと等から、国内販売は減ると思われる。＜O 社＞ 

 今はエンジンが商品として動くが、モーター系のものは商品として動かなくなるだろう。海外

輸出はいくらかあっても、今までのエンジンと同じようにはならない。モーターは壊れないた

め、まだわからない面はあるが、スクラップにするしかなくなると思われる。＜O 社＞ 

 輸出部品の変化については、最近は HEV の車種の増加、輸出の増加により、輸出先でバッテ

リーが持たず、バッテリーを欲しいところが増えている。ただ輸出については、バーゼル条約

に抵触する等、許可の問題が難しくてなかなか対応できない。＜O 社＞ 

 BEV についてはデータがなく、バッテリーのリビルトは考えられるかもしれないが、中古部品

については想像がつかない。今後、BEV がどの程度普及するのかが不透明である。＜S 社＞ 

 

3.4.2 中古部品の販売先割合 

中古部品の販売先の割合を中古部品流通販売ネットワーク等によるオンライン販売（以

下「オンライン販売」という。）、国内バイヤー（整備業者等）への販売（以下「国内バイ

ヤー」という。）、海外輸出、国内にいる海外バイヤーへの販売（以下「国内にいる海外バ

イヤー」という。）、その他に区分して調査した。 

中古部品の販売先については、国内バイヤーに販売している業者が 19 業者中 18 業者、

オンライン販売を利用している業者が 17 業者、海外輸出をしている業者が 15 業者、国内

にいる海外バイヤーに販売している業者が 13 業者であった。 

販売先別の割合を業者ごとの仕入台数で重み付けして加重平均をとると、国内バイヤー

への販売が 31%と最も多く、以下、オンライン販売が 28%、海外輸出が 24%、国内の海外

バイヤーへの販売が 12%、その他が 5%となった。 

国内にいる海外バイヤーへの販売を除き、販売割合の最大値は 70~80%となっており、ひ

とつの販売方法に主軸を据える業者の存在も確認される。 
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3.4.3 輸出先の国名（複数回答） 

海外バイヤー・輸出先として挙げられた国・地域については、マレーシアが 20 業者中 17

業者（85%）と最も多く、以下、ロシアが 16 業者（80%）、UAE が 13 業者（65%）、パキ

スタンが 9 業者（45%）、タイが 8 業者（40%）などとなった。 

 

表 13 解体業者 20 社の海外バイヤー、輸出先の国・地域（複数回答） 

 

「その他」内訳： 

2件：ガーナ、ヨルダン、レバノン、カザフスタン、チリ、ボリビア、マルタ、スリランカ、モンゴル 

1件：香港、アメリカ、アフガニスタン、ナイジェリア、シリア、ジャマイカ、ケニア、ベラルーシ、パ

ラグアイ、ジンバブエ、南アフリカ、ウガンダ、キプロス、パナマ、カンボジア、エジプト、中国、

台湾、韓国 

 

 

図 31 解体業者 20 社の海外バイヤー・輸出先の割合 

（割合の算出方法は表 13 参照） 

 

ヒアリング結果の概要は以下のとおりである。 

 

① 昨今の情勢により、80%の業者（20 業者中 16 業者）が輸出先として挙げたロシアへ

の輸出が今後しばらくは見込めなくなると懸念される。 

 

＜ヒアリング結果抜粋＞ 

① 

 海外バイヤーの動向、ロシアの影響はあるが、欲しい国からの状況がどのように変化していく

か。＜A 社＞ 

 海外部品の割合は、部品全体のなかで 3 割。現状は半分程度がマレーシア向け。ロシア向けが

なくなるので今後の割合は変わる。ロシアへの輸出が包括審査から個別審査になると報道され

ている。輸出が止まるというよりは審査が厳しくなるのだろう。＜D 社＞ 

 HEV は輸出もしており、エンジンも部品としてロシアへも多く出荷していた。ロシアの情勢の

影響で今月は売上が減る。＜K 社＞ 

 輸出先の状況は近年では変わらない。コンテナ本数は UAE、パキスタンが多い。その他は月 1

項目 マレーシア ロシア UAE パキスタン タイ フィリピン その他

合計 17 16 13 9 8 3 13

割合 85% 80% 65% 45% 40% 15% 65%

（20業者中） (=17/20) (=16/20) (=13/20) (=9/20) (=8/20) (=3/20) (=13/20)

85%

80%

65%

45%

40%

15%

65%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

マレーシア

ロシア

UAE

パキスタン

タイ

フィリピン

その他

海外バイヤー、輸出先の割合 (n=20、複数回答)
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本程度。コンテナは月 6-8 本、年間 100 本程度。ロシアがストップするので今後は変わるかも

しれない。＜O 社＞ 

 ロシアは最近の状況で輸出はほぼ止まっている状況にある。＜P 社＞ 

 ロシアには輸出できなくなるだろう。ロシア向けは 1 割程あったが、他の国への仕向けを考え

る。＜C 社＞ 

 今年はロシアの影響があるのでどれだけ減るか。長引くとは見ていないが今月、来月は減るだ

ろう。＜K 社＞ 

 

3.5 リサイクラー、資源回収業者、スクラップ商社等へのスクラップの販売状況 

3.5.1 売上が高い資源（複数回答） 

資源のうち売上の高い品目や販売重量について回答を求め、回答が得られた 17 業者の結

果を集計した。 

エンジンASSYは 17業者中 82%に当たる14業者から売上が高い資源として挙げられた。

この他、ワイヤーハーネス、触媒、ホイール等が多くの業者から売り上げが高い資源として

挙げられている。 

この質問で上位となったエンジン ASSY、触媒は BEV では不要になる部品である。触媒

には貴金属のプラチナ、ロジウム、パラジウム等が使用されており資源価値が高い。解体業

者にとってはエンジン ASSY や触媒が不要になる BEV の普及が進むと売上が減少する懸念

がある。 

 

 

図 32 「売上の高い資源」に挙げられた部品（複数回答） 

グラフの割合は 
「売上の高い資源」と回答した業者数 

で算出 
全回答業者数 

赤枠は BEV で不要になる部品 

 

売上の高い資源に挙げられた部品の販売重量をみると、エンジン ASSY やフロント ASSY
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などが多い。一方で触媒や ECU 等、貴金属が使用されている部品は販売重量が少量であっ

ても多くの業者から売上の高い品目の上位に挙げられていることから、重量当たりの販売

単価が高いと考えられる。 

下図の赤枠で囲んだエンジン ASSY、触媒等の部品は車の BEV では不要になるとされて

おり、BEV の普及による解体業者の売上への影響は大きいとみられる。 

 

 

図 33 売上の高い資源の販売重量（部品別・1 業者当たりの平均） 

赤枠は BEV で不要になる部品 

 

ヒアリング結果の概要は以下のとおりである。 

 

① 近年の資源価格高騰の影響で資源の売上が高い状況が続いている。 

② 今後しばらくは資源価格高騰の状況が続くと見る業者が多いが、価格下落に対する経

営上の不安もある。 

 

＜ヒアリング結果抜粋＞ 

① 

 廃車ガラの販売価格はダスト引きの前で 48 円/kg。そこから 30%のダスト引きの価格が現在の

条件。現在の相場はかなり高騰している。従来は 20～30 円/kg の値幅｡＜G 社＞ 

 資源高で鉄スクラップ価格が 5 万円/t をこえてきた。触媒に担持されるプラチナ、ロジウム、

パラジウムの貴金属も相場が上がっている。＜N 社＞ 

 売上は国内部品が 4 割、海外輸出が 4 割、資源が 2 割。最近は資源高になっているので、輸出

が 3 割で資源が高めになっている。＜T 社＞ 

② 

 今後の仕入全体における影響については、相場は後追いで仕入価格に反映されてくる。今は価

格が上昇傾向にあり、差益が広がれば価格を上げていく、でいいが、今後この逆転現象が起き

ると非常に苦しくなる。今後仮に相場が下がるとなると、これまでの利益率での対応は難しく

なる不安はある。＜A 社＞ 

 今後資源相場が下落し、海外需要に応じたバイヤーが主導した価格が継続されると、大きな問

題になる。廃車ガラの価格が半分になっても、人件費や費用も半分に、とはできない。国内の

解体業者がついていけなくなると、業者数は半分になり、最終的には不法投棄となる。現在高

騰している資源価格の暴落はいつ起こるのかわからない。今後のこのような状況に備え、国の

かじ取りをお願いしたい。＜D 社＞ 
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 解体業者は仕入れた時よりもスクラップ価格が上がっていれば売るときは利ザヤが出るので、

資源高で上昇基調にあるときは利益が出て、下落基調の時は逆となる。スクラップ相場に左右

されるので、如何にその影響を抑えるかを考えなければならない。＜K 社＞ 

 資源相場が上がっているので原価も上がっている。仕入が上がっても売値も上がっているので

利益は確保できるが、今後下がる時がくるので気を付けなければならない。下がり始めた時の

会社の負担がとても大きい。リーマンショックの時も負担は大きかった。＜O 社＞ 

 

3.6 破砕業者、解体自動車全部利用者への解体自動車（廃車ガラ）の販売状況 

(1) 販売重量 

2020 年度における廃車ガラの販売状況については 19 社から回答があり 1 社は無回答であ

った。19 社の販売重量合計は 15.4 万 t 年で、平均は 7,743t、最小は 265t、最大は 30,000t、

中央値は 5,400t であった。 

19 社の仕入台数合計で除した 1台当たりの重量は 517kg/台、中央値は 507kg/台であった。 

表 14 解体業者 20 社の廃車ガラの販売状況 

 

(2) 販売先の割合 

廃車ガラの販売先の割合を、破砕業者、電炉、海外輸出に区分して調査した。 

廃車ガラの販売先が破砕業者のみの業者が 20社中 8社、電炉のみの業者が 1社であった。

海外輸出をしている業者は 1 社のみであった。 

販売先別の割合を廃車ガラの販売重量で重み付けして 1 社当たりの販売重量と販売先別

割合を求めると、破砕業者が 6,249t（85%）、電炉が 1,080t（15%）、海外輸出が 28t（0.4%）

となった。 

表 15 解体業者 20 社の廃車ガラの販売先別販売重量 

 

  

単位 販売重量：t/年 一台当たり重量：kg/台

項目 販売重量 1台当たり重量

合計 147,123

平均(1業者当り) 7,743 517

最小 265 315

最大 30,000 693

中央値 5,400 507

単位：t/年

項目 破砕業者 電炉 海外輸出 合計

販売重量 124,982 21,591 550 147,123

1社当たり平均 6,249 1,080 28 7,356

割合 85% 15% 0.4% 100%
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部品販売と資源販売の売上の割合についてもヒアリングで質問し、5 社から回答を得た。

部品の売上の割合が高い業者が 3 社、資源の売上の割合が高い業者が 1 社、半々が 1 社で

あった。各社の仕入台数を元に加重平均を求めると、部品販売と資源販売の割合がそれぞれ

53%、47%となった。 

分散の小さい資源販売の売上 4.5 万円/台を基準に、部品販売と資源販売の割合から 1 台

当たりの部品売上を求めると 5.2 万円/台となり、部品販売と資源販売の売上合計は 9.8 万円

/台となった 

なお、（株）ジャプラ7の 2020 年度のデータでは 1 台当たりの売上は 105,020 円で、うち

部品販売が 73,352 円（72%）、資源販売が 29,668 円（28%）となっている。また、本調査は

自社で取り出した部品のみを中古部品売上とみなしているため、外部調達分は考慮してい

ない。 

表 16 1 台当たりの部品販売、資源販売の売上 

 

 

3.8 情報整理 

ここまで整理してきた解体業者 20 社の実態調査結果を集計・集約した結果を下図に示す。 

 
7 拡大する自動車リサイクルパーツ市場への対応と利用促進を目的にリサイクルパーツ販売を行うグルー

プ 7 社により設立された企業。（（株）ジャプラウェブサイトより引用・編集。） 

単位：円/台

売上計 部品販売 資源販売

調査結果 一台当たり売上 97,542 52,096 45,447

割合 100% 53% 47%

参考 一台当たり売上 105,020 75,352 29,668

ジャプラ(2020) 割合 100% 72% 28%
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(2) 解体業への影響分析の基本的な考え方（前提条件） 

1) 解体業への影響分析の視点 

検討した仮説ごとの解体業への影響分析は、主に以下の側面からの影響分析を行った。 

 

【主に考慮した視点：検討する仮説の特性によって異なる】 

・仕入への影響（市場の拡大・縮小、使用済自動車の確保、仕入先の変化） 

・解体への影響（対応が求められる技術、人材育成、設備導入） 

・部品販売への影響（市場の拡大・縮小、部品の変化） 

・資源販売への影響（市場の拡大・縮小、資源の変化） 

 

また、仮設によっては、その因子である技術変革等の進捗が現状では本格的に社会実

装されていない事象であること、現状においても、本調査対象の解体業者の電動車の取

扱台数が少ないことから、定量的な評価や推計が困難な部分はヒアリング結果や文献情

報等に基づく定性的な評価にとどめた。 

2) 解体業への影響の目安（時期） 

解体業への影響度合いを分析するにあたっては、分析対象の中心にする時期を 2030

年頃に想定し、検討対象の時期を①2030 年頃まで、②2030 年以降に区分した。 

なお、時期の目安である 2030 年頃については 2015 年度の新車時預託台数全体に占め

るハイブリッド車（HEV、PHEV）の預託状況の割合が 2 割（約 111 万台）を超え始め

ており（図 7 参照）、車の平均使用年数等を勘案してその約 15 年後にあたる 2030 年頃

までには、使用済電動車の増加が一定程度見込まれることから、2030 年頃に設定した。 
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4.2  解体業者への影響分析結果 

4.2.1 仮説①電動車の増加に伴う部品の変化  

(1) 仮説の検討 

1) 仮説の概要（電動車の増加に伴う部品の変化） 

2021 年 6 月 18 日に公表された内閣官房、経済産業省、内閣府他 7 省庁による「グリ

ーン成長戦略」において、「2035 年までに、乗用車新車販売で電動車 100%実現できる

よう、包括的な措置を講じる」ことが表明されている。 

一方、車の電動化の流れは、2020 年の電動車の販売割合は 31%、保有割合は 12%とな

り、ハイブリッド車（HEV、PHEV）を中心に電動車が増加し、それに伴って、2030 年

頃には相当量の電動車（HEV、PHEV が殆ど）の使用済自動車が排出されることが想定

される。また、BEV（電気自動車）の販売の現状は HEV、PHEV に比較すると僅かであ

るが、最近は充電施設のインフラが徐々に整備されつつあり、今後は、段階的に HEV や

PHEV と一緒にその販売が促進されることが想定される。 

電動化の推進による解体業への今後の影響を俯瞰した場合、大きな影響要素と考えら

れるのが、電動車とガソリン車と部品の種類や部品点数の違いである。これらの違いは

主に BEV が顕著であると考えられるが、今後の電動車増加の進捗によっては、解体業に

とって収益の柱である中古部品販売や資源販売の事業環境に変化が生じる可能性が想定

される。 

2) 仮説の検討結果 

「仮説①電動車の増加に伴う部品の変化」の検討結果について以下に概括する。 

a. 使用済自動車に占める電動車増加の見通し 

①電動車の販売割合や保有割合の増加 

 ハイブリッド車を中心とする電動車の販売割合は、5 年間で 20 数%から 30 数%

（2015 年 23% → 2020 年 31%）に増加し、保有割合も 10 年間で数%から 10 数%

（2011 年 1.8% → 2021 年 12%）に増加している。（図 36 参照） 
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図 36 電動車の保有割合、販売割合  

出典：経済産業省（2022 年 3 月）「第 2 回蓄電池のサステナビリティに関する研究会事務局資料」

を引用：経済産業省調べ（公財）自動車リサイクル促進センター、（一財） 自動車検査登録情報

協会、（一社）次世代自動車振興センターのホームページ等） 

 

②使用済自動車に占める HEV、PHEV の増加 

 （公財）自動車リサイクル促進センターのデータでは 2020 年の使用済自動車に占

める HEV、PHEV の比率は 1.8%であるものの、これまでの電動車の保有割合や販

売割合から勘案すると、2030 年頃まで電動車の増加が一定程度見込まれると考え

られる。（図 37 参照） 

 

 

図 37 使用済電動車の引取件数の推移  

出典：経済産業省（2022 年 3 月）「第 2 回蓄電池のサステナビリティに関する研究会事務局資料」

を引用：経済産業省調べ（公財）自動車リサイクル促進センター、（一財） 自動車検査登録情報

協会、（一社）次世代自動車振興センターのホームページ等） 

 

 また、2030 年度以降の使用済自動車に占める HEV、PHEV の見通しを推測するこ

とは、現時点では不確定な要素が多く不透明である（今後の普及状況を注視）。 
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③使用済自動車に占める BEVは僅か 

 2020 年の BEV の引取件数は 468 件であり、少なくとも 2030 年頃に排出が見込ま

れる BEV の引取件数も限定的とみられる。（図 15 参照） 

 2030 年以降の使用済自動車に占める BEV は、現時点では不確実性が高く、その見

通しを推測することは、現時点では不確定な要素が多く不透明である（今後の普及

状況を注視）。 

 

b. 部品の変化 

①HEVや PHEVでは部品点数が増える（大容量バッテリー、駆動用モーター、電力管理ユ

ニット（PCU：Power Control Unit、以下「PCU」という。）等） 

 HEV は、ガソリンあるいはディーゼルの内燃機関（エンジン）によって発電機（ジ

ェネレーター）を動かして大容量バッテリー充電する。大容量バッテリーによって

電動機（駆動用モーター）を動かして自動車を駆動する。実際には、内燃機関によ

る駆動を併用するタイプが多い。 

 HEV の構成部品は、大容量バッテリー、電動機（駆動用モーター）、PCU、発電機

（ジェネレーター）などがあり、ガソリン車には搭載されないこのような部品が加

わるため、HEV はガソリン車と比べて、部品点数は多くなる。PHEV には、HEV の

構成部品に外部充電器が加わる。（図 20 参照） 

 

②BEVは部品数では大幅に減少する（エンジン関連部品、吸気系触媒等）  

 ガソリン車のエンジンは部品点数が多く、中小企業庁によれば約 30,000 点の自動

車部品のうちの 23%にあたる 6,900 点がエンジン部品とされている（図 20 参照）。

BEV ではこのエンジンが不要となるため、エンジンからモーターへの変化によっ

てガソリン車の部品の 2 割強が不要となる。エンジン部品には吸排気系の部品も含

まれており、貴金属が使用されている触媒もこれに含まれる。 

 これに付随して、トランスミッション等駆動力の伝達系部品の一部、エンジン制御

装置等電装品・電子部品の一部も不要となるなど、ガソリン車の部品の 37%が不要

となる。（図 20 参照） 

 

以上の「仮説①電動車の増加に伴う部品の変化」の検討結果を踏まえて、解体業への影響

について以下に整理する。 

(2) 解体業への影響分析 

「仮説①電動車の増加に伴う部品の変化」の検討結果に対して、解体業にどのような影響

を及ぼすのかを分析結果を以下に概括する。 
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1) 仕入への影響 

a. HEV、PHEV 

 電動車の保有台数、販売割合の伸び、使用済自動車における HEV や PHEV の引取

の実績ベースを勘案すると 2030 年頃までに使用済電動車（HEV、PHEV）の増加が

一定程度見込まれる。また、2030 年以降も HEV や PHEV は電動車の主流と想定さ

れ、その傾向は継続するとみられる。 

 解体業の仕入についてはガソリン車との割合に変化はあるものの、HEV や PHEV

の台数の増加に起因する仕入台数への影響はないものとみられる。 

b. BEV 

 現状では、BEV の保有台数や販売割合はまだ少なく、実態調査でも 20 業者で 59

台/年の引取とわずかであり、2030 年頃までの引取もこの傾向が継続すると考えら

れる（影響は限定的）。 

 今後の BEV の普及状況によっては、2030 年以降に相当量の排出が想定されるが、

現時点では不確定な要素が多く不透明である（今後の普及状況を注視）。 

2) 解体への影響  

a. HEV、PHEV 

 HEV、PHEV の解体は、実態調査では特に問題は生じていないとする業者が多かっ

た。BEV と比べてバッテリーが小型であり、現有設備の解体でも支障がないとの

意見が多く聞かれた（影響は限定的）。（3.3.1(2)参照） 

 なお、HEV のバッテリーの電源電圧は 100Ｖ以上あり、労働安全衛生規則第 36 条

4 項で規定されている低圧電気に該当することから、それを取扱うには低圧電気取

扱い特別教育の受講が必要となる。 

b. BEV 

 BEV の解体は、実態調査では作業実績が不足しており技術情報の収集等の対応が

必要といった点も指摘された。（3.3.1(2)参照） 

 2030 年頃までは、現状の保有台数や販売割合を勘案すると、使用済電動車（BEV）

の台数はごくわずかで、当面の影響は限定的と考えられる。 

 2030 年以降、BEV の普及進捗によっては一定程度の使用済電動車（BEV）の排出

が想定される。必要に応じて、BEV の解体に係る技術情報の収集を行いつつ、で作

業実績を積むことで対応可能と推測される（影響は限定的）。 
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3) 部品販売への影響 

a. HEV、PHEV 

 HEV、PHEV の普及は加速している。部品面では、大容量バッテリー、駆動用モー

ター、PCU 等の部品が増加するものの、HEV、PHEV の普及状況をかんがみると、

引き続き一定程度の部品需要の継続が見込まれる（影響無）。また、部品販売の面

では、部品数が増加している点では、今後の需要によっては僅かな増益も想定され

る（収益増の可能性）。 

b. BEV 

 BEV の普及状況をかんがみると、少なくとも 2030 年頃までは使用済自動車として

排出される BEV は少なく、その影響は限定的と考えられる（影響は限定的）。 

 2030 年以降については、今後の BEV の普及状況によっては、エンジンやトランス

ミッション等の基幹システムの需要縮小も懸念される。なお、現時点では、BEV の

普及率が低く、BEV 関連の影響も不透明な点も多いことから、引き続き関連動向

を注視すべきと考えられる（今後の普及状況を注視）。 

4) 資源販売への影響 

a. HEV、PHEV 

 HEV、PHEV の資源販売について、実態調査ではガソリン車との差異は確認されな

かった（影響無）。 

b. BEV 

 現状の BEV の普及状況をみると資源販売への影響は限定的とみられる（影響は限

定的）。 

 実態調査では、BEV の普及が進めば、吸気系の触媒が不要となるため売上が減少

するといった意見も聞かれたが、少なくとも 2030 年頃までは限定的とみられる。 

 現状の解体業者にとって吸気系の触媒は主力商品であり、今後の BEV の普及に伴

って触媒が減少すれば、資源販売の売上への影響も懸念されるが、現時点では不確

定な要素が多く不透明である（今後の普及状況を注視）。 
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(3) 解体業への影響からみる課題 

1) 技術情報の収集の必要性 

BEV は解体実績が不足している面があり、解体業者は BEV の技術情報の収集や技能・

知識の習得を行う必要がある。 

2) BEV 普及進捗の影響が不透明 

現行の BEV の普及状況をかんがみれば、2030 年頃までは、BEV 普及に伴う部品減少

の影響は限定的である。一方、2030 年以降は、BEV の普及進捗によっては、エンジンや

トランスミッション等の基幹システムの需要縮小や吸気系の触媒の減少による売上への

影響が懸念されるが、現時点では不確定な要素が多く不透明である。 

(4) 解体業の今後の展望 

1) BEV の普及に対応するための技術情報の収集 

現状では解体業における BEV の解体実績は少ないながらも、今後の BEV の普及に対

応するためには、BEV 関連の技術情報の収集が必要である。 

2) 今後の BEV の普及状況の注視 

2030 年頃までは、BEV 普及に伴う部品減少の影響は限定的である。今後の BEV の普

及状況によっては 2030 年以降に部品減少の影響が懸念されるが、現時点では不確定な要

素が多く不透明である（今後の普及状況を注視）。 
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以上の「仮説②電動化の進展に伴う車両の軽量化」の検討結果を踏まえて、解体業への影

響について以下に整理する。 

(2) 解体業への影響 

「仮説②電動化の進展に伴う車両の軽量化」の検討結果に対して、解体業にどのような影

響を及ぼすのかを分析結果を以下に概括する。 

a. 解体への影響 

 現状では代替材料の使用は部分的であり、現状のレベルでは解体作業に大きな影響

を及ぼすものではないと考えられる（影響は限定的）。 

 今後代替材料の使用が進んでくれば、その動向を注視する必要が出てくる。 

b. 資源販売への影響 

 現状では代替材料への変更は部分的であり、また、重量の割合を多く占めるボディ

の材料変更も一部の車種に限定されていることから、大きな影響を及ぼすものでは

ないと考えられる。ヒアリングでは、鋼材に代わる代替材料の割合が高まることに

よる、販売時の廃車ガラの重量の減少や、破砕向けの鉄スクラップの不純物増加に

よる変化を懸念する声はほとんど聞かれなかった（影響無）。 

 今後樹脂の割合が相当程度高まってくれば、現在廃車ガラとして販売している鉄の

割合が低下することで、破砕業者における資源販売の受け入れや取引価格に影響が

生じる可能性はあると考えられる。 

 

(3) 解体業への影響からみる課題 

1) 軽量化に関する素材情報の収集 

CFRP を含めた樹脂の割合が一定程度高まってくると、資源販売における受け入れ先の処

理や取引価格に影響を及ぼす可能性があると考えられるため、解体業者はこれまで以上に

車体や部品に関する素材の情報を収集していくことが必要になってくると推察される。 

(4) 解体業の今後の展望 

1) 材料変更や材料変更の普及に伴う情報収集 

現状では解体業における代替材料が使用された車の解体実績は少ないながらも、今後の

軽量化材料の変化に対応するためには、素材にかかる情報の収集が必要と考えられる。 
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4.2.3 仮説③自動運転の普及に伴う安全技術の向上 

(1) 仮説の検討 

1) 概略 

自動運転（運転支援や自動運転システム）の普及によって、交通事故の削減、環境負荷の

低減、移動課題の解決、経済的な付加価値向上に貢献することが期待されている。 

現在の自動運転のレベルは、レベル 1（運転支援）、レベル 2（高度な運転支援）、レベ

ル 3（特定条件下における自動運転）までの実用化が進んでいる。国においては、2022 年目

途で限定エリア・車両でのレベル 4、2025 年までに多様なエリア・車両でのレベル 4 での自

動運転サービスを目指した研究開発が行われている。（表 5 参照）。 

自動運転の普及に伴う安全技術の向上による解体業への今後の影響をかんがみた場合、

交通事故減少による全損事故による廃車引取（仕入）や物損事故等の減少による中古部品需

要の影響など、解体業の事業環境に変化が生じる可能性が想定される。 

2) 仮説設定の検討結果 

「仮説③自動運転の普及に伴う安全技術の向上」の検討結果について以下に概括する。 

a. 自動運転の普及状況 

 現在の自動運転のレベルは、レベル 1（運転支援）、レベル 2（高度な運転支援）、

レベル 3（特定条件下における自動運転）までの実用化が進んでいる。なお、2022

年 3 月現在では、レベル 3 の実用車はごく限られた新車販売車両のみ（国産では

2021 年 3 月 ホンダレジェンドのみ）であり、この点では、実際に普及している

のはレベル 2（高度な運転支援）までである。 

 図 21 に示したように、最近の生産車両はレベル 1～2 に相当する衝突被害軽減ブ

レーキ、車線逸脱警報、ペダル踏み間違い時加速抑制装置など ASV（先進安全自動

車）技術を搭載する自動車は 2011 年から 2020 年間で増加している。2020 年では、

ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車両横滑り時制御装置、衝突被害軽減ブレーキ

などは総生産台数の 8～9 割の車両に当該技術が搭載されている（図 21 参照） 

 なお、レベル 1～2 では運転操作の主体は運転者（人）であり、システムはその運

転支援を行う機能である。本格的な自動運転であるレベル 3 は緒に就いた段階であ

る。 

b. 交通事故の減少 

 交通事故に関しては、近年、その発生件数が顕著に減少している。2011 年から 2020

年における過去 10 年間の交通事故の件数は約 40％減少している（図 18 参照）。

但し、このままの推移（傾向）で確実に減少するかは不透明である。 
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 交通事故の減少要因は、運転者のマナー向上、道路整備の改善、自動車の性能向上

等、さまざまな要因が複合的に絡んで減少していると推測される。昨今の自動運転

（運転支援システム）の普及による影響は、現在普及している自動運転技術レベル

があくまでも運転者の運転支援機能である点を考慮すると、その影響度（事故減少

の貢献度）を定量化する面で課題を残している。 

 

以上の「仮説③自動運転の普及に伴う安全技術の向上」の検討結果を踏まえて、解体業へ

の影響について以下に整理する。 

(2) 解体業者への分析 

「仮説③自動運転の普及に伴う安全技術の向上」の検討結果に対して、解体業にどのような

影響を及ぼすのかを分析結果を以下に概括する。 

1) 仕入への影響 

①仕入全体への影響（当面の影響） 

 実態調査では使用済自動車の仕入台数が大きく減少している傾向はない。 

 一方、いくつかの解体業者のヒアリングでは、自動運転等の向上が損害保険会社か

らの事故車（全損）の仕入台数に影響が出ているとの声も聞かれた。（3.3.1(3)参照） 

 現状では仕入全体の影響はないものの、交通事故は減少傾向にあることから、全損

車両の引取りが少なくなる可能性は考えられる。（影響は限定的） 

②自動運転技術向上による仕入の影響 

 将来、自動運転の技術レベルが運転支援からシステムが行う自動運転レベル 3～5

に本格的に移行すると（社会実装・実用化）、自動運転技術の高度化による全損事

故の大幅な減少につながり、全損車両の引取りが少なくなる可能性が考えられる。 

2) 部品販売への影響 

①当面の影響 

 解体業界団体の部品売上額の推移をみると 2019 年まで伸びており、2020 年度は減

少しているがコロナ禍による影響とみられる。（図 17 参照） 

 一方、交通事故の減少によって自動車の事故整備売上が減少傾向を示すデータもあ

り、今後、補修部品の需要が減少する可能性も考えられる。（図 19 参照） 

 交通事故の減少要因は、運転支援システム普及によって一定の効果があると推測さ

れるが、運転支援システムの普及がどの程度、影響しているかを断定することは困

難な面がある。 

 統合的にみると、急激に中古部品市場が縮小することはないとみられるが、部品販

売への影響が段階的に出始める可能性は考えられる。（影響の可能性有） 
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②将来の影響 

 将来、自動運転の技術レベルが運転支援からシステムが行う自動運転レベル 3～5

に本格的に移行して事故の減少がより顕著になれば、補修中古部品市場の縮小等の

影響が出る可能性が考えられる。 

(3) 解体業への影響からみる課題 

1) 全損車両の減少への懸念 

現状では仕入全体の影響はないものの、交通事故は減少傾向にあることから、全損車両の

引取が少なくなる可能性は考えられる。 

2) 軽微な事故減少に伴う補修部品需要の減少、部品売上の減少への懸念 

衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報、ペダル踏み間違い時加速抑制装置のみならず、各

種の ASV（先進安全自動車）技術を搭載した車両の普及によって、軽微な事故が減少する

と、補修部品の需要が減少し、部品売上の減少へつながる可能性がある。 

(4) 解体業の今後の展望 

1) 部品販売の影響 

現状では顕著な中古部品需要の減少はみられないものの、各種の ASV（先進安全自動車）

技術を搭載した車両の普及進捗によっては、軽微な事故が減少すると、補修部品の需要が減

少し、部品売上への減少へつながる可能性があると考えられる。 

2) 関連動向を注視 

現状の自動運転技術の普及状況は、実質的には運転者が主体である運転支援システムを

搭載した車両が新車販売の 8～9割程度まで伸びてきた状態であり、本格的な自動運転であ

るレベル 3は緒に就いた段階である。 

本格的な自動運転（レベル 3～）の普及は、関連技術開発の進捗と法整備（規制緩和含

む）の動向が不確実な要因も多い。解体業へ影響がどの時点で生じるかは予測が難しい面

があり、関連動向を引き続き注視する必要があると考えられる。 
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4.2.4 仮説④カーシェアリングの市場規模拡大 

(1) 仮説の検討 

1) 仮説の概要（カーシェアリングの市場規模拡大） 

国土交通省は 2019 年 3 月 4 日の「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会（第

8 回）」において中間とりまとめを行い、カーシェアリング等の新型輸送サービスについ

て、実証実験に対する支援等を通じた早急な推進を図るとしている。また、2021 年 10 月

22 日に閣議決定された地球温暖化対策計画においても、対策名「68. 脱炭素型ライフス

タイルへの転換」の対策評価指標の一つとしてカーシェアリング実施率をあげている。 

経済産業省では、2021 年 12 月 25 日に策定した「2050 年カーボンニュートラルに伴う

グリーン成長戦略」のライフスタイル関連産業項目において、EV を始めとする多様なシ

ェアリングの先行事例創出（～2025 年）、これに係るビジネスモデルの確立（～2030 年）、

および自立商品化による全国展開（～2050 年）といったロードマップを示しているよう

に将来的にはカーシェアリングの市場規模の拡大が想定される。 

カーシェアリングの市場規模拡大による解体業への今後の影響を俯瞰した場合、使用

済自動車の仕入台数への影響などが考えられる。 

2) 仮説の検討結果 

「仮説④カーシェアリングの市場規模拡大」の検討結果について以下に概括する。 

a. カーシェアリングの市場規模拡大の見通し 

① カーシェアリング車両台数の増加 

 2020 年度のカーシェアリング車両台数は 4 万台を突破し、過去 10 年間において、

年間約 3,600 台のペースで増加している（図 22 参照） 

 2020 年度の乗用車の自動車保有台数は 6,219 万台であり、カーシェアリング車両台

数はこの 0.06％にとどまる。（図 2 参照） 

 カーシェアリング車両台数は近年大きな伸びを示しているものの、保有台数全体に

占める割合は非常に小さい 

 また、カーシェアリング車両台数の急増に関わらず、過去 10 年間の自動車保有台

数の増加率は、乗用車では 7％、軽自動車では 27％と顕著な伸びを示している。

（図 2 参照） 
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② カーシェアリング会員数の増加 

 2020 年度のカーシェアリング会員数は 200 万人を突破し、過去 10 年間において、

年間約 20 万人のペースで増加している。（図 22 参照） 

 前述した地球温暖化対策計画の「68. 脱炭素型ライフスタイルへの転換」の対策評

価指標であるカーシェアリング実施率（カーシェアリング会員数と人口との比率）

は過去 10 年間で 0.06％から 1.63％に増加している。また、2020 年度から 2030 年

度にかけての倍増が見込まれている。（1.63％→3.42％） 

（出典：（公財）交通エコロジー・モビリティ財団（2020 年 6 月）「わが国のカーシェアリング

車両台数と会員数の推移」に基づき現行成長率が今後も継続するものとして推計（低位シナリオ

を採用）） 

 

以上の「仮説④カーシェアリングの市場規模拡大」の検討結果を踏まえて、解体業への影

響について以下に整理する。 

(2) 解体業への影響分析 

「仮説④カーシェアリングの市場規模拡大」の検討結果に対して、解体業にどのような影

響を及ぼすのかを分析結果を以下に概括する。 

1) 仕入台数への影響 

a. 仕入台数への影響 

 カーシェアリング車両台数、会員数ともに今後も増加傾向が続くことが予想される 

 カーシェアリング比較 360°によると、2021 年度における主要 6 社の動向を都道

府県別にステーション数を整理した場合、地方でその数を減らす中、首都圏や都市

圏に位置する都府県で増加傾向となっている。 

（出典：㈱エックス都市研究所調べ カーシェアリング比較 360°、カーシェアリング市場動向

（2021）より引用 https://www.carsharing360.com/market/quarter/） 

 このため、カーシェアリング事業者の採算性の観点から、今後もある程度人口密度

の高い地域でのサービスが普及した場合、カーシェアリング由来の使用済自動車の

仕入れは地域格差が生じる可能性がある 

 地球温暖化対策計画の低位シナリオでカーシェアリング車両台数が増加した場合、

2030 年度は 2020 年度のほぼ倍増となるが、自動車保有台数と比較した場合に 0.1％

程度にとどまることが推測され、解体業の仕入台数に大きな影響を及ぼすことは考

えにくい 

 自動車全体の平均使用年数が 2020 年度に 16 年となっており、これは年々伸びて

いく傾向にあることから（図 5 参照）、仮にカーシェアリング車両台数が今後大幅
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に伸びたとしても、2030 年度時点における解体業への影響は殆どないことが想定

される。 

 

(3) 解体業への影響からみる課題 

1) カーシェアリングの普及状況の注視 

2020 年度の東京都主税局による「自動車関連税制に関する税収シミュレーション」で

は、2050 年におけるカーシェアリング車両台数の増加に伴う自動車保有台数減少、およ

び税収減少の可能性を示唆している。 

今後のカーシェアリングの進展については、国や自治体の施策動向、自動運転等の技

術的な動向などなどさまざまな要因に左右されるため、将来的な動向を注視していく必

要がある。 

(4) 解体業の今後の展望 

1) カーシェアリングの普及とその影響の注視 

現状においてはカーシェアリング車両台数の大幅な増加による自動車保有台数への影

響は殆どない状況であり、2030 年度においてもそれほど大きな影響はないと考えられる。 

可能であれば現状のカーシェアリング由来の使用済車両台数のデータを収集しておく

ことで、今後の展望を検討する一助となる。 

また、人口密度が低く自動車保有台数が多い地域には現在はカーシェアリングサービ

スは普及していないが、低速自動運転による配車サービスの実現等によりこうした地域

にもカーシェアリングサービスが普及した場合、自動車保有台数全体に占めるカーシェ

アリング車両台数の割合が大きく増加する可能性があるため、都市部だけでなく、中山

間部等におけるカーシェアリングサービスの動向についても注視していく必要がある。 
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4.2.5 解体業者への影響分析結果のまとめ 

 本調査では、前述のとおり、今後想定される自動車の電動化の推進及び車の使い方の変

革による部品点数の減少等さまざまな変化について、その仮説に対して解体業にどのよう

な影響を及ぼすのかを分析し、影響がある場合は課題や今後の展望等の検討を実施した。 

 仮説については、①電動車の増加に伴う部品の変化、②電動化の推進に伴う車両の軽量

化、③自動運転普及に伴う安全技術の向上、④カーシェアリングの市場規模拡大を対象に

検討を実施し、その影響分析を行った。 

 

■全般的に緊急性を要するような課題はない 

影響分析の結果全般を総括すると、当面（2030 年頃まで）は大きな影響は確認できず、

緊急性を要するような課題はないと評価した。これは、日本の場合、現行の車の電動化の流

れが、部品の種類の面でガソリン車との差異が小さい HEV や PHEV が主流であること、エ

ンジンや触媒が不要となるなどガソリン車との差異が大きい BEV の普及率が現状ではまだ

低いことが大きい要因とみられる。 

■BEVの普及状況を注視、BEVの技術情報の収集  

影響分析では、電動車の増加に伴う部品の種類の変化や部品点数の減少の面での懸念は、

今後の BEV の普及状況に左右され、BEV の普及進捗を引き続き注視することが必要であ

る。加えて、ヒアリング結果でも指摘されたように、まだ BEV 普及率は低く、実際の現場

でも BEV の解体実績が不足している。BEV の解体に関する技術情報を必要に応じて収集

し、関係者と連携を図りながら解体業界全体で共有することが重要とみられる。 

■影響を分析するための知見（データ）の集積 

自動運転の普及に伴う安全技術の向上による事故車の減少、中古部品需要の減少などの

分析では、現状では、不確実な要素が多いことや関連する科学的な知見（データ）が不足し

ている面もあり、その影響を的確に分析する面では課題を残している。今後、必要に応じて

こうした知見（データ）を集積していくことが求められる。 
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